
下
水
道
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
案
要
綱

第
一

高
度
処
理
の
推
進
の
た
め
の
流
域
別
下
水
道
整
備
総
合
計
画
制
度
の
見
直
し
関
係

一

排
出
さ
れ
る
下
水
の
窒
素
含
有
量
又
は
燐
含
有
量
を
削
減
す
る
必
要
が
あ
る
公
共
用
水
域
の
要
件
を
、
窒
素
含
有
量
又

り
ん

は
燐
含
有
量
に
係
る
水
質
環
境
基
準
に
現
に
適
合
し
て
お
ら
ず
、
又
は
適
合
し
な
い
こ
と
と
な
る
お
そ
れ
が
高
く
、
か

り
ん

つ
、
そ
の
閉
鎖
性
、
水
量
そ
の
他
の
自
然
的
条
件
か
ら
み
て
、
当
該
水
域
に
排
出
さ
れ
る
下
水
に
含
ま
れ
る
窒
素
又
は
燐り

ん

が
滞
留
し
や
す
い
状
況
に
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
こ
と
と
す
る
こ
と
。

（
第
二
条
の
二
関
係
）

二

高
度
処
理
終
末
処
理
場
か
ら
放
流
す
る
下
水
の
窒
素
含
有
量
又
は
燐
含
有
量
に
係
る
水
質
の
基
準
を
、
第
六
条
第
一
項

り
ん

又
は
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
窒
素
含
有
量
及
び
燐
含
有
量
に
つ
い
て
放
流
水
の
水
質
の
技
術
上
の
基
準
と
し
て
定
め
ら

り
ん

れ
た
数
値
（
当
該
数
値
の
上
限
が
一
リ
ッ
ト
ル
に
つ
き
そ
れ
ぞ
れ
二
十
ミ
リ
グ
ラ
ム
及
び
三
ミ
リ
グ
ラ
ム
を
超
え
る
場
合

並
び
に
当
該
数
値
が
定
め
ら
れ
て
い
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
二
十
ミ
リ
グ
ラ
ム
以
下
及
び
三
ミ
リ
グ
ラ
ム
以

下
）
と
す
る
こ
と
。

（
第
二
条
の
三
関
係
）

三

法
第
二
条
の
二
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
流
域
別
下
水
道
整
備
総
合
計
画
に
記
載
さ
れ
た
事
項
に
係
る
高
度
処
理
終
末
処

理
場
を
管
理
す
る
地
方
公
共
団
体
が
、
当
該
流
域
別
下
水
道
整
備
総
合
計
画
に
記
載
さ
れ
た
と
こ
ろ
に
よ
り
、
他
の
地
方



公
共
団
体
が
管
理
す
る
特
定
終
末
処
理
場
に
つ
い
て
定
め
ら
れ
た
削
減
目
標
量
の
一
部
に
相
当
す
る
も
の
と
し
て
当
該
高

度
処
理
終
末
処
理
場
に
つ
い
て
定
め
ら
れ
た
削
減
目
標
量
を
超
え
る
量
の
窒
素
含
有
量
又
は
燐
含
有
量
を
削
減
す
る
た
め

り
ん

に
行
う
当
該
高
度
処
理
終
末
処
理
場
の
設
置
又
は
改
築
の
う
ち
一
定
の
も
の
に
要
す
る
費
用
に
つ
い
て
の
国
の
当
該
高
度

処
理
終
末
処
理
場
を
管
理
す
る
地
方
公
共
団
体
に
対
す
る
補
助
金
の
額
を
、
当
該
他
の
地
方
公
共
団
体
が
管
理
す
る
下
水

道
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
区
分
に
係
る
下
水
道
に
つ
い
て
の
補
助
率
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
こ
と
。

（
第
二
十
四
条
の
二
関
係
）

第
二

雨
水
流
域
下
水
道
制
度
の
創
設
関
係

雨
水
流
域
下
水
道
の
雨
水
の
流
量
を
調
節
す
る
た
め
の
施
設
の
構
造
の
技
術
上
の
基
準
を
、
当
該
雨
水
流
域
下
水
道
に
接

続
す
る
公
共
下
水
道
の
排
水
区
域
に
お
け
る
降
水
量
、
当
該
雨
水
の
放
流
先
の
河
川
そ
の
他
の
公
共
の
水
域
又
は
海
域
の
水

位
又
は
潮
位
そ
の
他
の
状
況
に
応
じ
、
排
除
す
る
雨
水
の
流
量
を
適
切
に
調
節
す
る
こ
と
が
で
き
る
構
造
と
す
る
こ
と
。

（
第
五
条
の
五
第
七
号
関
係
）

第
三

事
故
時
の
措
置
関
係

一

事
故
時
の
措
置
を
要
す
る
物
質
又
は
油
を
、
水
質
汚
濁
防
止
法
施
行
令
第
二
条
各
号
に
掲
げ
る
物
質
及
び
ダ
イ
オ
キ
シ



ン
類
並
び
に
同
令
第
三
条
の
三
各
号
に
掲
げ
る
油
と
す
る
こ
と
。

（
第
九
条
の
八
関
係
）

二

事
故
時
の
措
置
の
規
定
が
適
用
さ
れ
な
い
場
合
を
、
次
の
場
合
と
す
る
こ
と
。

１

特
定
事
業
場
か
ら
水
質
汚
濁
防
止
法
施
行
令
第
二
条
第
一
号
か
ら
第
二
十
五
号
ま
で
に
掲
げ
る
物
質
又
は
ダ
イ
オ
キ

シ
ン
類
を
含
む
下
水
が
排
出
さ
れ
、
当
該
公
共
下
水
道
又
は
当
該
流
域
下
水
道
に
流
入
し
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
下

水
の
水
質
が
法
第
十
二
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
と
き
。

２

特
定
事
業
場
か
ら
水
質
汚
濁
防
止
法
施
行
令
第
二
条
第
二
十
六
号
に
掲
げ
る
物
質
又
は
同
令
第
三
条
の
三
各
号
に
掲

げ
る
油
を
含
む
下
水
が
排
出
さ
れ
、
当
該
公
共
下
水
道
又
は
当
該
流
域
下
水
道
に
流
入
し
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
下

水
の
水
質
が
法
第
十
二
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
く
条
例
で
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
と
き
。

３

当
該
公
共
下
水
道
又
は
当
該
流
域
下
水
道
の
施
設
と
し
て
水
質
汚
濁
防
止
法
施
行
令
第
二
条
第
一
号
か
ら
第
二
十
五

号
ま
で
に
掲
げ
る
物
質
又
は
ダ
イ
オ
キ
シ
ン
類
の
処
理
施
設
が
設
け
ら
れ
て
い
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
公
共
下
水
道

管
理
者
又
は
当
該
流
域
下
水
道
管
理
者
が
、
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
処
理
施
設
に
お
い
て
下

水
を
処
理
す
べ
き
区
域
と
し
て
公
示
し
た
区
域
内
の
特
定
事
業
場
か
ら
当
該
物
質
に
係
る
下
水
が
排
出
さ
れ
、
当
該
公

共
下
水
道
又
は
当
該
流
域
下
水
道
に
流
入
し
た
と
き
。

（
第
九
条
の
九
関
係
）



第
四

排
水
施
設
及
び
処
理
施
設
に
共
通
す
る
構
造
の
技
術
上
の
基
準
の
見
直
し

一

屋
外
に
あ
る
も
の
（
生
活
環
境
の
保
全
又
は
人
の
健
康
の
保
護
に
支
障
が
生
ず
る
お
そ
れ
の
な
い
も
の
と
し
て
国
土
交

通
省
令
で
定
め
る
も
の
を
除
く
。
）
に
あ
っ
て
は
、
覆
い
又
は
さ
く
の
設
置
そ
の
他
下
水
の
飛
散
を
防
止
し
、
及
び
人
の

立
入
り
を
制
限
す
る
措
置
が
講
ぜ
ら
れ
て
い
る
こ
と
と
す
る
こ
と
。

（
第
五
条
の
四
第
三
号
関
係
）

二

地
震
に
よ
っ
て
下
水
の
排
除
及
び
処
理
に
支
障
が
生
じ
な
い
よ
う
地
盤
の
改
良
、
可
撓
継
手
の
設
置
そ
の
他
の
国
土
交

と
う

通
大
臣
が
定
め
る
措
置
が
講
ぜ
ら
れ
て
い
る
こ
と
と
す
る
こ
と
。

（
第
五
条
の
四
第
五
号
関
係
）

第
五

施
行
期
日
そ
の
他

一

こ
の
政
令
は
、
平
成
十
七
年
十
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
第
四
の
改
正
規
定
は
、
平
成

十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
附
則
第
一
条
関
係
）

二

そ
の
他
所
要
の
改
正
を
行
う
も
の
と
す
る
こ
と
。


